
№ 項　目

1 物品番号

2 品　名 電話交換機及び電話交換システムの賃貸借（リース） の新品で、下記の内容を満たすもの。

3 数　量

構内電話設備 一式

電話端末 一式

取付工事 一式

※上記内容は、別紙仕様書のとおり

5 付属品

6 参考銘柄

7 同等品

8 納入場所

10 担当課・係 総務課・行政係

内　容

一式

【基本CPUモジュール】　SV93CT BSC CPU(R4)　（ＮＥＣ社製）
【VoIPゲートウェイカード】　GPZ-128IPLD　（ＮＥＣ社製）
【リモートユニットライセンス】　SV93CT　R-UNIT LICS(1)　（ＮＥＣ社製）
【システムライセンス】SV93CT　R4-SYS　LICS(1)　（ＮＥＣ社製）
【ポートキャパシティライセンス】　SV93CT　PORT　CAPA　LICS（32）　（ＮＥＣ社製）
【共通線ライセンス】　SV93CT CCIS-FUNC LICS(1)　（ＮＥＣ社製）
【IPチャンネルライセンス】　SV93CT CCIS-TRK LICS(1)　（ＮＥＣ社製）
【トランクチャンネルライセンス】　SV93CT　SIP-TRK LICS(1)　（NEC社製）
【バッテリー】　PE12V24A FRU　(NEC社製)
【多機能電話機】　DTK-24D-1D(WH)TEL　（NEC社製）
【IP電話機】　ITK-24CG-2D(WH)TEL　（NEC社製）

不可
（既存の電話設備との互換性をもたせるため、全てNEC社製とする。）

（3）電話機の内線番号および着信鳴動等の設定については、担当課、諸施設と協議
を行い決定すること。

（4）電話回線改設にあたっては、担当課と打合せのうえ、通信事業者への手続き及
び申請書類作成など、助言を行うこと。

（5）電話回線使用設備（警防システム、FAX等）への接続について、担当課と調整し、
機器接続等に協力すること。

（6）設備設置に関しては、担当課及び通信事業者と調整を図ること。

（７）落札業者は契約時に入札金額内訳書を提出すること。

その他9

機器仕様書

第　7-9 号

糸魚川市役所本庁舎、能生事務所、青海事務所

（2）決定業者は、機器構成仕様書を作成し、担当課の承認を得ること。

なし

4 規格

(１）組立・搬入・各種設定・接続等が必要な場合は、その費用も含め使用可能な状態
での納品を前提として見積をお願いします。



糸魚川市役所他　電話交換機

ＣＰＵモジュール他・更新整備

賃貸借仕様書

糸魚川市



１． 概要

本仕様書は糸魚川市役所、能生事務所、青海事務所に設置されている電話交換機等の更新整備に

ついて規定するものである。

２． 納入場所

糸魚川市役所 ： 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5

能生事務所 ： 新潟県糸魚川市大字能生1941 番地2

青海事務所 ： 新潟県糸魚川市大字青海4648 番地11

３． 賃貸借期間

令和  8 年  4 月  1日　～　令和 13 年  3 月 31日　（60ヶ月）

令和  8 年  3 月末までに整備を完了し、正常作動が可能な状態にする。

（但し、納期が間に合わない場合は、発注者と協議とする。）

４． 契約

（1）　契約については、本仕様書の全てを満たし、かつ、60 か月間の支出総額が最も低額であるものを

落札者として契約を交わすこととする。

（2）　賃貸借期間は、60ヶ月間の長期継続契約とする。ただし、次年度以降について、当市歳入歳出予

算の当該金額について削除があった場合は、当該契約を解除することができるものする。

　また、相手方が正当な理由なくして当該契約に違反したときは、この契約を解除することができる。

　また契約の解除に伴い、解除の時から契約期間満了時までの契約金額に基づき、双方協議うえ違約

金を相手方に請求することができる。この場合、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。

（3）　契約については、賃貸借期間における月額によって契約するものとする。

（4）　リース業者を含めた３者契約を希望する場合は、あらかじめリース業者を特定し十分な調整のうえ

見積もること。また、その場合は入札参加申請書提出時に契約予定業者を報告すること。

（5）　賃貸借期間満了後に無償譲渡可能であること。

５． 入札の注意事項

(1)　入札書に記載する金額は月額（消費税を除く）とする。

(2)　落札業者は契約時に入札金額内訳書を提出すること。

６． 整備内容

（1)　電話交換機の基本ＣＰＵモジュール及びライセンスの更新を行う。

（2)　電話交換機用のバッテリーの更新を行う。

（3)　電話交換機の更新に伴い互換性が無くなる電話機端末の更新を行う。



７． 納入機器数量

納入する機器は下記内容について行うものとする。

　基本ＣＰＵモジュール 　SV93CT BSC CPU(R4) 4 台 　糸魚川市役所 2 台

　能生事務所 1 台

　青海事務所 1 台

　ＶｏＩＰゲートウェイカード 　GPZ-128IPLD 4 式 　糸魚川市役所 2 式

　能生事務所 1 式

　青海事務所 1 式

　リモートユニットライセンス 　SV93CT R-UNIT LICS(1) 2 式 　能生事務所 1 式

　青海事務所 1 式

　システムライセンス 　SV93CT R4-SYS LICS(1) 1 式 　糸魚川市役所 1 式

　ポートキャパシティライセンス 　SV93CT PORT CAPA LICS(32) 21 式 　糸魚川市役所 21 式

　共通線ライセンス 　SV93CT CCIS-FUNC LICS(1) 1 式 　糸魚川市役所 1 式

　ＩＰチャンネルライセンス 　SV93CT CCIS-TRK LICS(1) 16 式 　糸魚川市役所 16 式

　トランクチャンネルライセンス 　SV93CT SIP-TRK LICS(1) 8 式 　糸魚川市役所 8 式

　バッテリー 　PE12V24A FRU 8 式 　糸魚川市役所 4 式

　能生事務所 2 式

　青海事務所 2 式

　多機能電話機 　DTK-24D-1D(WH)TEL 8 台 　糸魚川市役所 1 台

　青海事務所 7 台

　ＩＰ電話機 　ITK-24CG-2D(WH)TEL 3 台 　清掃センター他 3 台

８． 搬入

搬入経路、その他現場の状況を考慮し、安全に納入場所へ搬入することとする。

９． 試験

機器据付工事完了後、総合試験を行うこととする。試験にあたっては、試験結果報告書を作成する。

１０． 検査および検収

本仕様書に基づき検査を行い、合格をもって検収を行うこととする。

１１． 保守

賃貸借の期間中保守契約を含む。なお、年に２回、保守点検を実施すること。

１２． その他

本仕様書に記載の無い事項で疑義等が生じた際は、担当課・係と協議のうえ決定する。

品　　名 型　　式 総数 設置場所 台数


